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原
理
主
義
と
民
主
主
義
（
続
）

　
　
ー
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
の
捉
え
方
1

根

山序

毅

原理主義と民主主義（続）

　
①
　
暴
力
行
使
の
正
当
化
の
根
拠
を
「
再
行
主
義
」
に
求
め
る
場
合

　
③
　
暴
力
行
使
の
正
当
化
の
根
拠
を
「
原
理
主
義
」
に
求
め
る
場
合

　
☆
　
暴
力
行
使
が
も
つ
理
論
的
意
義
の
確
認
の
必
要
性

　
☆
　
ラ
ベ
ル
貼
り
の
理
論
的
根
拠
間
の
優
劣

①
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
と
は
何
か

　
☆
　
「
テ
ロ
」
の
ラ
ベ
ル
貼
り

　
☆
　
ラ
ベ
ル
貼
り
の
仕
方
と
そ
の
適
否

　
☆
　
ラ
ベ
ル
貼
り
の
理
論
的
根
拠

②
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
を
解
く
鍵

　
☆
　
パ
レ
ス
チ
ナ
側

　
☆
　
イ
ス
ラ
エ
ル
側

　
☆
　
紛
争
解
決
の
た
め
の
理
論
的
な
解

　
ω
解
の
実
現
の
た
め
に
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

　
⑭
解
の
実
現
の
た
め
に
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

　
㈹
　
再
行
主
義
と
手
詰
ま
り
状
態
の
回
避
の
可
能
性

　
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
間
の
紛
争
は
、
拙
稿
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
（
『
法
学
研
究
』
第
七
五
巻
第
三
号
）
執
筆
の
時
点
で

は
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど
深
刻
な
様
相
を
示
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
深
刻
さ
が
顕
著

　
　
　
　
　
（
1
）

に
な
っ
た
現
在
、
同
稿
の
理
論
的
枠
組
の
有
用
性
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
紛
争
が
、
そ
の
枠
組
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る

1
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か
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

（
1
）
　
二
〇
〇
二
年
三
月
二
七
日
、
イ
ス
ラ
エ
ル
北
部
の
ネ
タ
ニ
ヤ
の
ホ
テ
ル
で
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
自
爆
行
為
が
あ
り
、
ホ
テ
ル
の
客
ら
二

〇
人
が
死
亡
し
た
（
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
三
月
二
八
日
、
夕
刊
、
一
面
）
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
シ
ャ
ロ
ン
首
相
は

　
「
対
テ
ロ
戦
争
」
を
宣
言
し
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
に
対
す
る
武
力
行
使
を
開
始
し
た
（
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
三
月
三
〇
日
、
朝
刊
、

　
七
面
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
情
勢
は
い
っ
き
に
深
刻
化
し
た
。

2

＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

①
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
と
は
何
か

上
の
課
題
に
答
え
る
に
あ
た
っ
て
、
は
じ
め
に
、

い
方
に
つ
い
て
合
意
を
作
る
必
要
が
あ
る
。

「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
と
は
何
か
を
確
定
す
る
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
こ
の
語
の
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
☆
　
「
テ
ロ
」
の
ラ
ベ
ル
貼
り

　
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
は
「
暴
力
の
行
使
」
と
同
義
で
は
な
い
。
暴
力
は
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
が
、
政
治
的
要
求

の
受
け
容
れ
を
目
的
と
し
な
い
暴
力
の
行
使
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
（
参
照
、
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
、
一
二
ぺ
ー
ジ
註

4
。
夫
の
妻
に
対
す
る
暴
力
は
「
家
庭
内
暴
力
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
テ
ロ
と
は
見
徹
さ
れ
な
い
。
）

　
ま
た
、
政
治
的
目
的
を
も
つ
暴
力
の
行
使
で
も
、
す
べ
て
が
テ
ロ
と
呼
ば
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
政
治
的
目
的
を
も
つ
暴
力
の
行
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使
で
、
自
分
の
側
と
対
立
す
る
も
の
は
概
し
て
「
テ
ロ
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
自
分
の
側
が
行
使
す
る
暴
力
は
そ
う
呼
ば
な
い
傾
向
が

（
2
）

あ
る
。
本
稿
が
検
討
を
加
え
る
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
間
の
紛
争
で
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
み
ず
か
ら
の
軍
事
行
動
を
パ
レ
ス
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ナ
側
の
「
テ
ロ
に
対
す
る
自
衛
」
と
位
置
づ
け
て
弁
護
し
、
パ
レ
ス
チ
ナ
側
は
そ
の
軍
事
行
動
を
「
国
家
に
よ
る
テ
ロ
」
と
き
め
つ

　
　
　
　
（
4
）

け
て
非
難
す
る
。

　
こ
こ
で
は
、
「
テ
ロ
と
呼
ぶ
も
の
」
と
「
テ
ロ
と
は
呼
ば
な
い
も
の
」
の
区
別
は
、
対
象
と
す
る
暴
力
の
行
使
を
「
自
分
に
は
容

認
で
き
な
い
」
と
す
る
判
断
と
、
「
自
分
に
は
容
認
で
き
る
」
と
す
る
判
断
と
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
私
た
ち
は
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

行
為
が
な
ん
ら
か
の
物
理
的
属
性
の
有
無
を
基
準
と
し
て
「
テ
ロ
』
に
分
類
さ
れ
る
か
ら
そ
れ
を
容
認
し
な
い
の
で
は
な
く
、
そ
れ

が
な
ん
ら
か
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
「
容
認
で
き
な
い
」
と
評
価
さ
れ
る
か
ら
「
テ
ロ
の
ラ
ベ
ル
を
貼
る
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
は
、
政
治
的
目
的
を
も
つ
暴
力
の
行
使
の
う
ち
、
一
定
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
「
自
分
に
は
容
認
で
き
な
い
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

否
定
的
に
評
価
さ
れ
た
も
の
に
貼
ら
れ
た
ラ
ベ
ル
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
分
と
対
立
す
る
暴
力
の
行
使
に
「
テ
ロ
」
と
い
う
き
わ
め
て
大
き
な
負
の
価
値
の
表
徴
と
し
て
の
ラ
ベ
ル
を
貼

る
こ
と
は
、
意
識
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
側
に
都
合
の
悪
い
こ
と
を
隠
蔽
し
、
明
確
な
根
拠
を
示
さ
ず
に
一
方
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

相
手
を
疑
め
、
相
手
側
の
行
為
が
も
つ
か
も
し
れ
な
い
意
義
を
一
方
的
に
無
視
し
、
否
定
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
を
定
義
す
る
こ
と
は
、
暴
力
行
使
の
正
当
化
（
価
値
判
断
）
の
根
拠
を
確
定

す
る
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
を
根
拠
に
す
る
こ
と
が
妥
当
だ
と
の
意
思
表
明
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下

で
は
、
ま
ず
、
「
テ
ロ
」
の
ラ
ベ
ル
の
貼
り
方
に
関
す
る
合
意
を
作
る
た
め
に
、
テ
ロ
の
ラ
ベ
ル
貼
り
に
用
い
ら
れ
る
価
値
判
断
の

根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
複
数
あ
る
そ
の
種
の
根
拠
の
ど
れ
を
用
い
る
の
が
妥
当
か
を
検
討
す
る
。
つ
い
で
、
紛
争
当
事
者
の
考
え
方

を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
に
解
を
も
た
ら
す
一
助
と
す
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
特
定
し
た
妥
当
な
根
拠
に
も
と
づ
き
、

暴
力
行
使
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
に
認
め
ら
れ
る
意
義
の
違
い
を
確
認
す
る
。

3
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（
1
）
　
以
下
で
は
、
日
本
語
の
慣
用
に
し
た
が
っ
て
、
「
テ
ロ
」
を
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
省
略
形
と
し
て
用
い
る
。

（
2
）
　
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
は
、
「
テ
ロ
と
は
、
つ
ね
に
他
者
の
行
為
を
指
す
呼
び
名
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
（
ベ
ル
ク
「
北
京
に
て
、

　
そ
の
翌
日
」
（
中
山
元
編
訳
『
発
言
　
米
同
時
多
発
テ
ロ
と
二
三
人
の
思
想
家
た
ち
』
朝
日
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
、
一
四
九
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
こ
の
傾
向
は
、
包
括
的
に
テ
ロ
活
動
を
防
止
す
る
た
め
の
条
約
の
国
連
で
の
審
議
の
過
程
に
、
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年

　
一
〇
月
二
六
日
、
包
括
的
テ
ロ
防
止
条
約
案
を
審
議
し
て
い
た
国
連
の
テ
ロ
作
業
部
会
は
「
テ
ロ
と
は
何
か
」
と
い
う
入
口
の
議
論
で
意

　
見
が
対
立
し
、
審
議
は
決
裂
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
諸
国
は
、
1
民
族
自
決
の
た
め
の
パ
レ
ス
チ
ナ
の
軍
事
行
動
は
テ
ロ
に
含
め
な
い
、
2
イ

　
ス
ラ
エ
ル
正
規
軍
の
攻
撃
は
テ
ロ
に
含
め
る
と
主
張
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
対
立
し
た
。
（
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
八
日
、
朝

　
刊
、
三
面
。
）

（
3
）
　
『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
四
月
二
〇
日
、
朝
刊
、
七
面
。
こ
の
記
事
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
間
に
、
「
な
ぜ
、
ア
ラ
フ
ァ
ト
の
テ
ロ

　
行
為
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
を
非
難
す
る
の
か
」
と
の
感
情
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
4
）
　
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
の
ア
ラ
フ
ァ
ト
議
長
は
、
二
〇
〇
二
年
四
月
一
三
日
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
監
禁
状
態
の
下
、
ア
メ
リ
カ

　
か
ら
の
圧
力
も
受
け
て
「
自
爆
を
テ
ロ
と
認
め
た
」
が
、
ジ
ェ
ニ
ン
や
ナ
ブ
ル
ス
で
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
攻
撃
を
「
国
家
テ
ロ
」
と
し
て
非

　
難
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
（
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
四
月
一
四
日
、
朝
刊
、
三
面
）
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
九
月
二
三
日
に
カ
イ

　
ロ
で
開
か
れ
た
湾
岸
協
力
会
議
（
O
O
O
）
の
声
明
は
、
「
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
家
テ
ロ
も
無
視
す
べ
き

　
で
は
な
い
」
と
し
た
（
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
九
月
二
五
日
、
朝
刊
、
四
面
）
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
一
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た

　
国
d
・
地
中
海
諸
国
会
議
で
、
シ
リ
ア
の
シ
ャ
ラ
外
相
は
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
行
動
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
対
す
る
国
家
テ
ロ
で
あ
る
」

　
と
の
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
（
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
二
月
九
日
、
朝
刊
、
七
面
）
。
紛
争
の
深
刻
化
を
招
い
た
ネ
タ
ニ
ヤ
で
の

　
事
件
直
後
に
マ
レ
ー
シ
ア
で
開
催
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
諸
国
会
議
機
構
（
9
0
）
の
テ
ロ
問
題
特
別
外
相
会
合
の
際
、
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
機

　
構
（
℃
い
○
）
の
カ
ド
ウ
ミ
政
治
局
長
は
「
ま
ず
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
国
家
テ
ロ
が
あ
り
、
（
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
自
爆
は
）
テ
ロ
と
さ
れ
る

　
べ
き
で
は
な
い
」
と
発
言
し
て
い
る
（
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
四
月
二
日
、
朝
刊
、
七
面
）
。

（
5
）
　
テ
ロ
の
定
義
に
つ
い
て
の
合
意
は
、
テ
ロ
の
「
行
為
と
し
て
の
特
徴
」
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
得
ら
れ
な
い
。
毎
年
ア
メ
リ

　
カ
合
衆
国
政
府
が
発
表
す
る
テ
ロ
に
関
す
る
報
告
書
（
英
語
の
標
題
は
℃
ミ
融
ミ
の
気
9
＆
ミ
隷
ミ
ミ
蹄
ミ
、
最
新
版
は
二
〇
〇
二
年

4



原理主義と民主主義（続）

　
五
月
二
一
日
に
発
表
さ
れ
た
二
〇
〇
一
年
版
）
は
、
テ
ロ
を
定
義
す
る
に
際
し
て
一
九
八
三
年
以
来
こ
の
方
式
を
採
用
し
て
い
る
が
、

　
「
す
べ
て
の
人
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
は
ま
だ
な
い
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
同
報
告
書
「
序
文
と
序
論
」
の
「
定
義
」

　
の
項
）
。

　
　
テ
ロ
の
特
徴
と
し
て
つ
ぎ
の
項
目
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
の
合
意
は
難
し
い
。

　
　
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
に
開
か
れ
た
国
連
総
会
の
包
括
的
テ
ロ
防
止
条
約
案
で
は
、
テ
ロ
行
為
を
「
手
段
の
い
か
ん
を
問
わ

ず
、
身
体
に
重
大
な
危
害
、
経
済
的
に
深
刻
な
被
害
を
引
き
起
こ
す
行
為
」
と
規
定
し
た
（
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
七
日
、

朝
刊
、
六
面
）
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
で
は
、
具
体
的
に
な
に
を
テ
ロ
行
為
と
認
定
す
る
か
に
つ
い
て
の
合
意
が
で
き
ず
、
作
業
部
会
の

審
議
は
決
裂
し
た
（
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
八
日
、
朝
刊
、
三
面
）
。

　
　
ま
た
、
ぺ
ー
タ
ー
・
ス
ロ
ー
タ
ー
ダ
イ
ク
は
、
「
テ
ロ
と
は
な
に
か
を
規
定
す
る
た
め
に
役
立
つ
四
つ
の
特
徴
」
と
し
て
、
「
敵
の
軍
事

的
な
防
衛
網
を
正
面
か
ら
攻
撃
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
〈
横
か
ら
〉
攻
撃
す
る
」
、
「
人
の
不
意
を
つ
い
て
攻
撃
す
る
」
、
マ
ス
メ
デ

　
ィ
ア
を
利
用
し
て
「
人
々
の
不
安
を
高
め
る
」
、
テ
ロ
兵
器
の
生
産
者
で
は
な
く
「
利
用
者
と
し
て
の
関
係
し
か
も
た
な
い
」
を
あ
げ
て

　
い
る
（
ス
ロ
ー
タ
ー
ダ
イ
ク
「
近
代
テ
ロ
の
指
標
」
（
中
山
編
訳
前
掲
書
）
、
一
七
一
～
一
七
四
ぺ
ー
ジ
）
。
し
か
し
、
彼
が
「
近
代
テ
ロ

　
の
誕
生
」
と
呼
ぶ
、
前
線
の
フ
ラ
ン
ス
軍
を
標
的
と
し
た
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
最
初
の
毒
ガ
ス
の
使
用
は
、
ア
メ
リ
カ
が
前
記
報
告
書
で
採

　
用
し
て
い
る
つ
ぎ
の
基
準
で
は
テ
ロ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
　
こ
の
報
告
書
で
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
、
「
事
件
を
見
聞
き
す
る
人
び
と
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
通
常
意
図
し
、
国
家
に
満
た
な
い
規

模
の
集
団
ま
た
は
秘
密
の
活
動
主
体
に
よ
る
、
計
画
的
で
政
治
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
、
非
戦
闘
員
を
標
的
と
し
た
暴
力
の
行
使
」
と
定

義
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
非
戦
闘
員
」
に
は
、
攻
撃
を
受
け
た
際
に
「
武
器
を
携
行
し
て
い
な
い
」
、
「
非
番
で
任
務
に
つ
い
て
い
な

　
い
」
軍
人
も
含
ま
れ
る
と
す
る
註
記
が
つ
い
て
い
る
。
（
参
照
、
同
報
告
書
「
序
文
と
序
論
」
の
「
定
義
」
の
項
。
）

（
6
）
　
ア
メ
リ
カ
の
パ
ウ
エ
ル
国
務
長
官
は
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
五
日
の
上
院
証
言
で
、
「
『
テ
ロ
』
の
定
義
は
何
か
。
立
場
に
よ
っ
て

　
『
独
立
運
動
』
や
『
解
放
闘
争
』
と
も
呼
ば
れ
る
様
々
な
活
動
に
明
確
な
線
引
き
は
で
き
な
い
こ
と
を
…
認
め
た
」
上
で
、
「
あ
る
者

　
に
は
『
テ
ロ
リ
ス
ト
』
で
も
、
別
の
者
に
は
『
自
由
の
戦
士
』
に
映
る
よ
う
な
領
域
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
判
断
が
必
要
だ
」
と
述
べ
、
そ

　
の
判
断
の
尺
度
と
し
て
、
「
政
治
的
な
不
満
の
表
現
の
道
が
攻
撃
以
外
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
」
、
「
米
国
の
価
値
に
合
う
権
利
を
求
め
て

　
い
る
か
」
、
「
人
権
と
民
主
化
を
尊
重
す
る
か
」
な
ど
を
挙
げ
た
（
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
七
日
、
朝
刊
、
六
面
）
。
こ
れ
に

5
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対
し
、
国
連
総
会
で
の
包
括
的
テ
ロ
防
止
条
約
案
の
審
議
の
過
程
で
イ
ス
ラ
ム
諸
国
は
、
民
族
自
決
権
に
基
づ
く
行
動
を
テ
ロ
と
し
な
い

　
よ
う
主
張
し
、
欧
米
諸
国
と
対
立
し
て
い
る
（
同
）
。

（
7
）
　
『
朝
日
新
聞
』
（
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
七
日
、
朝
刊
、
六
面
）
は
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
シ
ャ
ロ
ン
首
相
は
、
自
治
政
府
の
ア
ラ
フ
ァ

　
ト
議
長
を
、
こ
と
さ
ら
に
『
テ
ロ
リ
ス
ト
』
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
自
治
政
府
を
『
和
平
路
線
を
捨
て
、
も
は
や
自
爆
テ
ロ
を
繰
り
返

　
す
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
と
変
わ
ら
な
い
』
と
印
象
づ
け
、
そ
れ
な
ら
自
治
区
へ
の
侵
攻
も
正
当
だ
と
い
う
わ
け
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ

　
こ
に
、
「
テ
ロ
の
ラ
ベ
ル
貼
り
」
の
意
図
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
☆
　
ラ
ベ
ル
貼
り
の
仕
方
と
そ
の
適
否

　
テ
ロ
の
ラ
ベ
ル
貼
り
の
仕
方
は
、
ふ
た
と
お
り
に
分
け
ら
れ
る
。

　
そ
の
一
は
、
「
自
分
の
得
に
な
る
」
「
得
に
な
ら
な
い
」
の
区
別
に
も
と
づ
く
ラ
ベ
ル
貼
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
理
論
的
吟
味
を

経
て
い
な
い
目
先
の
損
得
が
判
断
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
自
分
の
目
先
の
利
益
に
な
ら
な
け
れ
ば
理
論
的
に
は
意
義
の
あ
る
事
例
に

も
否
定
的
な
判
断
を
く
だ
し
、
一
方
的
に
「
テ
ロ
」
呼
ば
わ
り
を
す
る
可
能
性
が
大
き
い
。
く
わ
え
て
、
物
事
の
損
得
は
状
況
の
変

化
に
よ
っ
て
変
わ
る
か
ら
、
こ
の
基
準
に
し
た
が
え
ば
、
暴
力
の
行
使
の
同
一
事
例
が
人
に
よ
り
、
時
期
に
よ
り
、
場
所
に
よ
り

「
テ
ロ
」
と
呼
ば
れ
た
り
呼
ば
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
そ
の
場
そ
の
場
の
、
ま
た
そ
の
場
限
り
の

損
得
勘
定
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
や
り
方
で
は
、
テ
ロ
の
ラ
ベ
ル
貼
り
に
つ
い
て
の
合
意
の
形
成
は
論
理
的
に
不
可

能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
合
意
を
作
ろ
う
と
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
テ
ロ
の
ラ
ベ
ル
貼
り
の
や
り
方
と
し
て
採
用
す
る
の
は

適
切
で
は
な
い
。

　
そ
の
二
は
、
「
正
当
化
で
き
る
」
「
で
き
な
い
」
の
区
別
に
も
と
づ
く
ラ
ベ
ル
貼
り
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
な
ん
ら
か
の
理
論
を
根

拠
に
し
て
行
な
わ
れ
る
。
「
理
論
」
は
、
そ
れ
が
提
示
す
る
体
系
の
な
か
で
各
構
成
要
素
が
占
め
る
位
置
を
確
定
す
る
役
割
を
果
た

す
。
こ
の
位
置
を
理
論
的
意
義
と
呼
ぶ
。
テ
ロ
の
ラ
ベ
ル
貼
り
の
根
拠
と
な
る
理
論
の
場
合
、
そ
れ
は
、
「
前
提
と
す
る
目
標
の
実

6
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現
に
役
立
つ
度
合
」
の
こ
と
で
あ
り
、
各
要
素
の
「
正
当
化
」
は
そ
の
有
無
強
弱
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ

る
理
論
の
分
析
は
、
そ
れ
が
提
示
す
る
体
系
の
な
か
で
も
ろ
も
ろ
の
行
動
が
占
め
る
位
置
－
前
提
と
す
る
目
標
の
実
現
に
役
立
つ

度
合
1
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
、
前
提
と
す
る
目
標
の
価
値
の
当
否
高
低
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
対
立
す
る

複
数
の
理
論
の
優
劣
を
判
定
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ロ
の
ラ
ベ
ル
貼
り
の
仕
方
に
合
意
を
作
ろ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
根
拠
は
な
ん
ら
か
の
理
論
に
求
め
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

　
☆
　
ラ
ベ
ル
貼
り
の
理
論
的
根
拠

　
と
こ
ろ
で
、
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
に
必
須
の
属
性
は
、
「
特
定
の
政
府
活
動
の
受
け
容
れ
を
他
者
に
強
制
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
こ

と
」
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
具
体
的
に
何
に
テ
ロ
の
ラ
ベ
ル
を
貼
る
か
で
意
見
を
異
に
す
る
人
び
と
の
間
で
も
、
合
意
が
成
り
立
つ

と
考
え
て
よ
い
。

　
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
こ
の
要
件
に
つ
け
加
え
る
べ
き
さ
ら
な
る
特
徴
は
、
強
制
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
「
再
行
主
義
」
と

「
原
理
主
義
」
の
考
え
方
を
対
比
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
理
論
が
、

そ
れ
が
前
提
に
置
く
目
標
の
実
現
に
役
立
つ
度
合
に
も
と
づ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
暴
力
を
正
当
化
し
、
ど
の
よ
う
な
暴
力
を
否
定
的

に
評
価
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
①
暴
力
行
使
の
正
当
化
の
根
拠
を
「
再
行
主
義
」
に
求
め
る
場
合
（
参
照
、
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
④
）

　
［
前
提
と
し
て
の
目
標
］

　
政
府
活
動
の
決
定
に
関
し
、
前
の
ラ
ウ
ン
ド
で
の
選
択
よ
り
、
い
ま
の
ラ
ウ
ン
ド
で
の
選
択
の
方
が
「
好
ま
し
い
」

る
こ
と
。

と
評
価
で
き

7
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［
必
要
条
件
」

　
人
び
と
が
政
府
活
動
の
選
択
を
行
な
う
「
場
」
は
、
「
可
能
な
限
り
、
強
制
の
要
素
を
排
除
し
、
や
り
直
し
の
機
会
を
確
保
」
す

る
よ
う
に
作
る
こ
と
。

　
［
暴
力
の
正
当
化
］

　
人
び
と
が
政
府
活
動
の
選
択
を
行
な
う
場
に
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
た
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
の

活
動
を
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
の
確
保
（
創
出
、
維
持
管
理
、
お
よ
び
、
防
御
）
の
た
め
に
は
、
他

の
手
段
が
尽
き
た
場
合
に
は
、
暴
力
の
行
使
が
正
当
か
つ
必
要
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
㈲
（
目
標
の
実
現
に
役
立
つ
の
で
）
正
当
化
で
き
る
暴
力
…
政
府
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
決
定
を
行
な
う
際
に
な
ん
人
も
強
制
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

け
な
い
で
選
択
が
行
な
え
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
意
思
決
定
の
場
の
確
保
（
創
出
、
維
持
管
理
、
防
御
）
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
暴
力

（
参
照
、
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
、
二
〇
ぺ
ー
ジ
）

　
具
体
的
に
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
場
合
を
含
む
。

　
1
．
既
存
の
そ
の
種
の
場
の
存
続
を
危
う
く
す
る
活
動
を
排
除
す
る
た
め
の
活
動
ほ
例
、
民
主
的
な
体
制
に
対
す
る
攻
撃
に
対
抗

す
る
軍
事
行
動
（
参
照
、
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
、
二
〇
ぺ
ー
ジ
）

　
2
．
そ
の
種
の
場
が
い
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
ら
た
に
そ
れ
を
作
り
出
す
た
め
の
活
動
H
例
、
民
主
化
運
動
（
参
照
、

「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
、
二
〇
ぺ
ー
ジ
）

　
3
．
既
存
の
民
主
的
な
政
治
的
意
思
決
定
単
位
に
お
い
て
劣
位
の
立
場
に
あ
る
人
び
と
の
、
既
存
の
単
位
を
作
り
替
え
、
あ
た
ら

し
い
単
位
を
作
り
出
す
た
め
の
活
動
H
例
、
少
数
民
族
の
独
立
運
動
（
参
照
、
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
、
一
三
ぺ
ー
ジ
）

　
㈲
（
目
標
の
実
現
に
役
立
た
な
い
の
で
）
正
当
化
で
き
な
い
暴
力
…
㈲
以
外
の
目
的
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
暴
力

8
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⑭
暴
力
行
使
の
正
当
化
の
根
拠
を
「
原
理
主
義
」
に
求
め
る
場
合
（
参
照
、
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
②
）

　
［
前
提
と
し
て
の
目
標
」

　
前
提
と
す
る
特
定
の
原
理
（
理
論
）
が
指
し
示
す
特
定
の
政
府
活
動
そ
し
て
そ
れ
の
み
が
、
実
際
に
政
府
活
動
と
し
て
採
択
さ
れ

る
こ
と
。

　
［
必
要
条
件
］

　
1
．
そ
の
政
府
活
動
に
反
対
す
る
人
び
と
に
対
し
て
強
制
力
を
行
使
し
て
態
度
を
変
え
さ
せ
、
そ
の
政
府
活
動
を
受
け
容
れ
る
よ

う
に
し
向
け
る
こ
と
、
お
よ
び
、
2
．
そ
の
よ
う
な
強
制
力
の
行
使
を
可
能
と
す
る
形
で
政
府
活
動
の
決
定
の
場
を
確
保
（
創
出
、

維
持
管
理
、
お
よ
び
、
防
御
）
す
る
こ
と
。

　
［
暴
力
の
正
当
化
］

　
そ
の
活
動
が
確
実
に
政
府
活
動
と
し
て
採
択
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
反
対
す
る
人
び
と
に
対
す
る
強
制
力
の
行
使
が
必
要
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
手
段
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
暴
力
の
行
使
が
正
当
か
つ
必
要
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
㈲
（
目
標
の
実
現
に
役
立
つ
の
で
）
正
当
化
で
き
る
暴
力
…
1
．
前
提
と
す
る
特
定
の
原
理
が
指
し
示
す
特
定
の
内
容
（
2
は
除

く
）
の
政
府
活
動
を
人
び
と
に
受
け
容
れ
さ
せ
る
た
め
に
行
使
す
る
強
制
力
と
し
て
の
暴
力
、
お
よ
び
、
2
．
そ
の
種
の
強
制
を
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

か
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
意
思
決
定
の
場
の
確
保
（
創
出
、
維
持
管
理
、
防
御
）
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
暴
力

（
参
照
、
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
、
九
～
一
〇
ぺ
ー
ジ
）

　
㈲
（
目
標
の
実
現
に
役
立
た
な
い
の
で
）
正
当
化
で
き
な
い
暴
力
…
㈲
以
外
の
目
的
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
暴
力

（
1
）
　
再
行
主
義
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
確
保
さ
れ
た
意
思
決
定
の
場
で
、

　
の
場
に
登
場
す
る
人
び
と
の
自
由
な
選
択
に
ま
か
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

実
際
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
選
択
が
行
な
わ
れ
る
か
は
、
そ

い
か
な
る
内
容
で
あ
れ
、
場
の
確
保
以
外
の
活
動
を
政
府
に

9
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行
な
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
暴
力
の
行
使
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。

（
2
）
　
2
の
意
思
決
定
の
場
の
確
保
は
、
1
の
意
思
決
定
の
環
境
整
備
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
で
、

　
の
み
が
行
な
わ
れ
る
」
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

「
1
の
目
標
な
く
し
て
2
の
環
境
整
備

　
☆
　
ラ
ベ
ル
貼
り
の
理
論
的
根
拠
問
の
優
劣

　
で
は
、
再
行
主
義
と
原
理
主
義
の
い
ず
れ
に
、
暴
力
の
行
使
の
正
当
化
の
根
拠
を
求
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
指
摘

し
た
よ
う
に
、
こ
の
優
劣
の
判
断
は
、
根
拠
と
な
る
理
論
が
前
提
と
す
る
目
標
の
価
値
の
当
否
高
低
を
比
較
す
る
こ
と
で
可
能
と
な

る
。　

答
は
「
再
行
主
義
」
で
あ
る
。

　
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
再
行
主
義
は
、
「
前
の
ラ
ウ
ン
ド
で
の
選
択
よ
り
、
い
ま
の
ラ
ウ
ン
ド
で
の
選
択
の
方
が
『
好

ま
し
い
』
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
」
（
す
な
わ
ち
「
進
歩
」
、
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
④
ω
）
を
目
標
と
し
て
前
提
す
る
。
と
こ
ろ
で
、

「
具
体
的
内
容
は
な
ん
で
あ
ろ
う
と
…
前
の
ラ
ウ
ン
ド
で
の
選
択
よ
り
、
い
ま
の
ラ
ウ
ン
ド
で
の
選
択
の
方
が
『
好
ま
し
い
』

と
呼
べ
る
…
可
能
性
を
開
く
も
の
と
閉
ざ
す
も
の
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
と
間
わ
れ
れ
ば
、
前
者
を
選
ぷ
の
が
賢
明
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
」
（
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
、
二
五
～
二
六
ぺ
ー
ジ
註
2
）
。
し
た
が
っ
て
、
（
論
理
的
に
考
え
れ
ば
）
こ
の
状
態
は

だ
れ
も
が
価
値
あ
り
と
し
、
目
標
と
し
て
受
け
容
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
原
理
主
義
が
目
標
と
し
て
前
提
す
る

も
の
は
、
再
行
主
義
の
目
標
の
対
極
に
あ
り
、
「
負
の
価
値
」
を
も
っ
て
い
る
（
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
⑤
）
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
つ
ま
り
、
上
記
の
ω
㈱
は
だ
れ
に
と
っ
て
も
「
好
ま
し
く
」
か
つ
「
正
当
化
で
き
る
」
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
テ
ロ
リ

ズ
ム
」
の
ラ
ベ
ル
は
、
こ
れ
以
外
の
目
的
実
現
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
暴
力
（
上
記
ω
㈲
、
こ
れ
に
は
⑭
㈲
i
－
1
．
前
提
と
す
る
特

定
の
原
理
が
指
し
示
す
特
定
の
内
容
の
政
府
活
動
を
人
び
と
に
受
け
容
れ
さ
せ
る
た
め
に
行
使
す
る
強
制
力
と
し
て
の
暴
力
、
お
よ
び
、
2
．

10



そ
の
種
の
強
制
を
働
か
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
意
思
決
定
の
場
の
確
保
（
創
出
、
維
持
管
理
、
防
御
）
の
た
め
に
行
使
さ

れ
る
暴
力
1
が
含
ま
れ
る
）
に
貼
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
（
こ
の
結
論
が
、
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
、
一
〇
ぺ
ー
ジ
の
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」

に
関
す
る
記
述
に
つ
な
が
る
。
）

原理主義と民主主義（続）

　
☆
　
暴
力
行
使
が
も
つ
理
論
的
意
義
の
確
認
の
必
要
性

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
テ
ロ
の
ラ
ベ
ル
貼
り
は
、
明
確
な
根
拠
を
示
さ
ず
に
一
方
的
に
相
手
を
慶
め
、
相
手
側
の
行
為
が
も

つ
意
義
－
目
標
の
実
現
に
役
立
つ
度
合
ー
を
一
方
的
に
無
視
し
、
否
定
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
以
上
の
考
察

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
事
態
の
認
識
の
仕
方
と
し
て
適
切
で
は
な
い
し
、
こ
の
認
識
の
歪
み
が
紛
争
の
深
刻
化
を
も
た
ら
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。

　
こ
の
関
連
で
重
要
な
の
は
つ
ぎ
の
点
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
の
結
論
は
、
「
政
府
活
動
の
決
定
に
関
し
、
前
の
ラ
ウ
ン
ド
で
の
選
択
よ
り
、
い
ま
の
ラ
ウ
ン
ド
で
の
選
択
の
方
が

『
好
ま
し
い
』
と
評
価
で
き
る
」
状
態
（
目
的
）
の
実
現
の
障
害
と
な
る
、
ま
た
は
そ
の
役
に
立
た
な
い
暴
力
の
行
使
は
「
テ
ロ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
時
に
、
暴
力
の
行
使
で
も
、
上
の
目
的
の
「
実
現
に
役
立
つ
」
と
い
う
意
義
が
認
め
ら

れ
る
事
例
が
あ
る
、
そ
れ
は
「
テ
ロ
」
と
は
呼
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
目
的
の
状
態
は
「
私
」
だ
け
に
確
保
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
（
な
ん
人
に
も
）
確
保
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
（
参
照
、
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
の
④
⑭
㈲
）
。
つ
ま
り
、
「
私
」
以
外
の
人
1
「
私
」
と
対
立
す
る
人
び
と

を
含
む
ー
が
実
現
を
求
め
て
い
る
状
態
（
目
的
）
　
　
政
府
活
動
の
決
定
に
関
し
、
前
の
ラ
ウ
ン
ド
で
の
選
択
よ
り
、
い
ま
の
ラ

ウ
ン
ド
で
の
選
択
の
方
が
「
好
ま
し
い
」
と
評
価
で
き
る
状
態
1
の
「
実
現
に
役
立
つ
」
と
い
う
意
義
を
、
「
私
」
が
「
他
人
事
」

を
理
由
に
否
定
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。

11
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し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
、
目
先
の
損
得
を
基
準
に
す
れ
ば
「
自
分
の
得
に
な
ら
な
い
」
と
一
見
判
断
さ
れ
る
他
者
に
よ
る
暴
力

の
行
使
に
も
、
「
自
分
の
た
め
に
も
な
る
積
極
的
な
理
論
的
意
義
」
が
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。

（
1
）
　
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
、
「
テ
ロ
」
の
語
を
使
い
続
け
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
が
「
テ
ロ
」
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、

　
に
き
わ
め
て
大
き
な
負
の
価
値
が
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
類
の
語
は
、
私
た
ち
の
語
彙
の
な
か
に
必
要
で
あ
る
。

対
象

12

②
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
を
解
く
鍵

　
以
上
の
結
論
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
当
事
者
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
び
と
（
私
た
ち
）
に
、
思
考
方
法
の
転
換
を

迫
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
に
は
、
暴
力
の
行
使
が
行
な
わ
れ
て
い
る
事
態
に
直
面
し
た
場
合
、
そ
こ
に
、
再
行
主
義

に
も
と
づ
く
理
論
的
意
義
が
あ
る
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
義
、
す
な
わ
ち
、
上
の
ω
に
記
し
た
よ

う
に
作
ら
れ
た
「
政
府
活
動
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
の
場
」
の
確
保
（
創
出
、
維
持
管
理
、
防
御
）
に
役
立
つ
か
否
か
の
観
点
か
ら

は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
対
立
の
状
況
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
☆
　
パ
レ
ス
チ
ナ
側

　
自
分
た
ち
独
自
の
「
政
府
活
動
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
の
場
」
を
も
た
な
い
パ
レ
ス
チ
ナ
人
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
地
域
に
「
パ
レ
ス

チ
ナ
国
家
」
を
樹
立
し
、
そ
こ
に
「
な
ん
人
も
他
者
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
政
治
的
意
思
決
定
の
場
」
（
民
主
主
義
の
政
治
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

度
）
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
の
活
動
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
貼
る
「
テ
ロ
」
の
ラ
ベ
ル
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
民
主
化
運
動
」
の
一
つ
ー
（
イ
ス
ラ
エ
ル
支
配
下
の
地
域
か
ら
逃
れ
た
人
び
と
に
と
っ
て
）
そ
の
種
の
場
が
い
ま
だ
確
立
し
て
い
な



い
と
こ
ろ
に
あ
ら
た
に
そ
れ
を
作
り
出
す
た
め
の
活
動
、
お
よ
び
、
（
イ
ス
ラ
エ
ル
支
配
下
の
地
域
に
残
留
し
た
人
び
と
に
と
っ
て
）
政

治
的
に
劣
位
に
立
た
さ
れ
た
人
び
と
に
よ
る
、
政
治
的
意
思
決
定
単
位
の
作
り
替
え
の
要
求
1
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
必
要

が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
側
が
求
め
る
民
主
化
の
実
現
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
作
為
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
作
為
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
、
他
の
手
段
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
場
合
に
パ
レ
ス
チ
ナ
側
が
と
る
暴
力
的
手
段
は
、
理
論
的
に
は
正

当
化
で
き
る
。
（
参
照
、
上
記
ω
㈲
2
お
よ
び
3
、
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
、
二
〇
、
三
一
ぺ
ー
ジ
。
）
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
そ
の
手
段

が
も
つ
、
「
な
ん
人
も
他
者
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
政
治
的
意
思
決
定
の
場
」
を
作
り
出
す
効
果
が
正
当
化
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
暴
力
の
行
使
に
よ
っ
て
、
人
の
生
命
、
財
産
に
危
害
が
及
ぶ
こ
と
そ
れ
自
体
は
正
当
化
で
き
な
い
。

原理主義と民主主義（続）

（
1
）
　
一
九
八
八
年
一
一
月
一
五
日
の
「
パ
レ
ス
チ
ナ
独
立
宣
言
」
（
些
Φ
U
9
一
舘
呂
○
昌
9
目
α
8
2
α
雪
8
9
悶
巴
o
ω
葺
器
）
で
は
、
パ

　
レ
ス
チ
ナ
民
族
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
「
パ
レ
ス
チ
ナ
民
族
評
議
会
」
（
浮
Φ
評
一
8
試
器
Z
呂
9
巴
0
2
糞
ε
が
、
パ
レ
ス
チ

　
ナ
の
地
に
「
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
」
（
夢
①
誓
象
Φ
9
｝
巴
8
二
ま
）
の
樹
立
を
宣
言
し
、
そ
の
運
営
が
「
意
見
発
表
の
自
由
お
よ
び
政
党
結

成
の
自
由
を
基
礎
と
す
る
民
主
的
議
会
制
度
の
下
で
（
＝
昌
α
段
曽
号
B
O
R
呂
o
冨
急
曽
B
窪
欝
曼
ω
冨
8
日
σ
器
a
9
ヰ
Φ
巴
○
日
o
脇

○
且
巳
9
き
q
誓
o
ヰ
o
巴
o
ヨ
叶
0
8
H
B
℃
巽
寓
8
）
」
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
の
ア

　
ラ
フ
ァ
ト
議
長
は
、
二
〇
〇
二
年
五
月
一
五
日
に
ラ
マ
ッ
ラ
で
開
か
れ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
評
議
会
で
、
包
括
的
な
自
治
政
府
改
革
の
実
施
の

意
思
を
表
明
し
、
「
自
治
政
府
は
民
主
主
義
の
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
（
『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
五
月
一
六

　
日
、
朝
刊
、
七
面
）
。
さ
ら
に
、
同
議
長
は
同
五
月
二
九
日
、
言
論
や
結
社
の
自
由
な
ど
を
規
定
す
る
「
基
本
法
」
（
自
治
政
府
の
憲
法
に

当
た
る
）
に
署
名
し
た
（
『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
五
月
三
一
日
、
朝
刊
、
七
面
）
。
（
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
は
、
少
数
派
な
が
ら
、
民
主

的
で
は
な
い
制
度
の
樹
立
を
目
論
む
勢
力
が
あ
る
。
こ
の
人
び
と
に
つ
い
て
は
後
に
言
及
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
無
視
す
る
。
）

13



法学研究75巻9号（2002：9）

　
☆
　
イ
ス
ラ
エ
ル
側

　
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
地
域
に
現
に
自
分
た
ち
の
独
自
の
国
家
を
も
ち
、
そ
こ
に
「
な
ん
人
も
他
者
に
強
制
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
な
い
政
治
的
意
思
決
定
の
場
」
を
樹
立
し
て
い
る
。
そ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
「
民
主
化
運
動
」
は
、

す
で
に
手
に
入
れ
た
民
主
的
な
政
治
的
意
思
決
定
の
場
を
破
壊
す
る
働
き
か
け
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
の
防
御
の

た
め
に
、
他
の
手
段
が
尽
き
た
場
合
に
は
暴
力
的
手
段
に
訴
え
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
正
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
そ
の

手
段
が
も
つ
、
「
な
ん
人
も
他
者
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
政
治
的
意
思
決
定
の
場
」
を
防
御
す
る
効
果
が
正
当
化
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
暴
力
の
行
使
に
よ
っ
て
、
人
の
生
命
、
財
産
に
危
害
が
及
ぶ
こ
と
そ
れ
自
体
は
正
当
化
で
き
な
い
。

　
つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
事
行
動
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
「
あ
る
政
治
的
集
団
の
既
存
の
『
民
主
的
な
政
治
的
意
思
決
定
の

場
』
の
防
御
の
活
動
が
、
結
果
と
し
て
、
他
の
集
団
独
自
の
『
民
主
的
な
政
治
的
意
思
決
定
の
場
』
の
創
出
の
障
害
と
な
っ
て
い
る

状
況
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

14

（
1
）
　
イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
一
編
の
体
裁
を
と
る
憲
法
は
な
く
、
代
わ
り
に
い
く
つ
か
の
「
基
本
法
」
（
ω
器
8
い
蝉
譲
ω
）
が
あ
る
。
国
会
に
つ

　
い
て
定
め
る
基
本
法
（
ω
霧
8
い
餌
謁
↓
箒
内
器
霧
9
）
は
、
国
会
（
浮
Φ
囚
器
器
8
が
、
一
八
歳
以
上
の
イ
ス
ラ
エ
ル
国
民
を
選
挙

人
と
し
、
一
二
歳
以
上
を
被
選
挙
人
と
す
る
直
接
、
平
等
、
秘
密
選
挙
で
選
出
さ
れ
、
多
数
決
で
議
事
を
決
す
る
な
ど
、
通
常
の
民
主
制

　
の
制
度
を
規
定
し
て
い
る
（
ω
霧
8
U
蝉
棄
↓
冨
区
冨
霧
9
（
お
O
o
刈
）
あ
Φ
＆
○
冨
♪
貸
ρ
曽
且
謡
）
。
ま
た
、
同
法
は
ω
①
＆
9
討
に
、

比
例
代
表
制
の
選
挙
の
際
提
出
さ
れ
る
候
補
者
リ
ス
ト
が
国
家
と
し
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
「
民
主
的
性
格
を
否
定
す
る
」
（
冨
鴇
二
9
9

　
跨
①
号
ヨ
O
R
簿
8
9
震
8
け
①
吋
o
P
冨
ω
富
＄
）
意
図
を
も
つ
場
合
に
は
無
効
と
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
人
問
の
尊
厳
と

自
由
に
つ
い
て
定
め
る
基
本
法
（
ω
錺
8
霊
塑
＝
q
日
彗
U
耐
巳
叶
『
き
α
紅
び
R
身
（
お
濾
）
）
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
「
ユ
ダ
ヤ
人
か

　
ら
な
る
民
主
主
義
国
」
（
鋤
冨
＆
筈
睾
α
8
ヨ
O
R
舞
一
〇
の
雷
8
）
と
規
定
し
て
い
る
（
ω
①
＆
2
這
）
。



　
☆
　
紛
争
解
決
の
た
め
の
理
論
的
な
解

　
「
解
を
求
め
る
前
提
」
二
つ
の
政
治
的
集
団
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
同
一
地
域
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
［
解
の
条
件
］
将
来
の
争
い
の
原
因
を
残
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
の
集
団
も
、
政
治
的
意
思
決
定
の
場
に
関
し
て
民
主
化

の
要
求
（
ω
㈱
の
2
と
3
）
を
も
た
な
く
て
す
む
よ
う
に
す
る
。

　
「
唯
一
の
解
］
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
地
域
内
で
、
な
ん
ら
か
の
形
で
二
つ
の
民
主
的
な
政
治
的
集
団
が
共
存
す
る
。

　
こ
の
解
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
具
体
的
に
整
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
、
例
え
ば
、
「
自
爆
行
為

と
軍
事
的
報
復
の
悪
循
環
を
特
定
の
時
点
で
断
ち
切
る
た
め
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
条
件
を
整
え
た
ら
よ
い
か
」
に
答
を
出
そ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
に
で
き
る
の
は
、
紛
争
当
事
者
の
考
え
方
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
に
解
を
も
た
ら
す
一

助
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

原理主義と民主主義（続）

　
　
ω
解
の
実
現
の
た
め
に
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

　
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
本
稿
①
の
結
論
を
受
け
容
れ
、
思
考
方
法
を
再
行
主
義
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

わ
ち
、
パ
レ
ス
チ
ナ
側
の
活
動
を
「
民
主
化
運
動
」
と
認
め
、
彼
ら
の
活
動
に
「
テ
ロ
の
ラ
ベ
ル
」
を
貼
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
で

あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
対
抗
す
る
勢
力
の
活
動
が
も
つ
民
主
化
運
動
と
し
て
の
理
論
的
意
義
を
「
他
人
事
」
と
し
て
無

視
す
る
の
は
、
再
行
主
義
に
も
と
づ
く
事
態
の
認
識
の
仕
方
と
し
て
は
適
切
で
は
な
い
。

　
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
と
比
べ
る
と
、
現
状
維
持
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
利
益
を
確
保
で
き
る
優
位
の
立
場
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
劣
位
者
に
対
す
る
格
別
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
優
位
の
立
場
に
あ
る
人
び
と
で
あ
る
。
（
参
照
、
「
原
理

主
義
と
民
主
主
義
」
、
三
〇
～
三
二
ぺ
ー
ジ
。
）
イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
、
み
ず
か
ら
を
「
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
優
位
の
者
」
と
認
識
し
、
イ

15
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ス
ラ
エ
ル
と
「
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
共
存
を
受
け
容
れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
1
）
　
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
は
、
少
数
派
な
が
ら
、
思
考
方
法
と
し
て
原
理
主
義
を
と
り
、
そ
の
立
場
か
ら
自
爆
行
為
を
正
当
化
す
る
勢
力
が

あ
る
。
こ
の
種
の
活
動
が
「
民
主
化
運
動
」
と
認
め
ら
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

（
2
）
　
現
状
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
み
ず
か
ら
の
軍
事
行
動
を
パ
レ
ス
チ
ナ
側
の
「
テ
ロ
に
対
す
る
自
衛
」
と
し
て
弁
護
す
る
。
し
か
し
、

　
イ
ス
ラ
エ
ル
国
民
も
「
二
つ
の
国
家
」
共
存
構
想
の
受
け
容
れ
に
否
定
的
で
は
な
い
。
「
国
民
の
七
割
以
上
が
、
テ
ロ
が
停
止
す
れ
ば
パ

　
レ
ス
チ
ナ
国
家
創
設
に
向
け
た
交
渉
を
再
開
す
べ
き
だ
と
し
た
世
論
調
査
も
あ
る
。
」
（
参
照
、
『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
四
月
二
〇
日
、

朝
刊
、
七
面
。
）

16

　
　
ω
解
の
実
現
の
た
め
に
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

　
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
求
め
ら
れ
る
の
も
、
本
稿
①
の
結
論
を
受
け
容
れ
、
思
考
方
法
を
再
行
主
義
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
パ
レ
ス
チ
ナ
側
は
、
み
ず
か
ら
を
「
民
主
化
運
動
」
の
主
体
と
自
認
す
る
と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
の
運
動
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の

既
存
の
「
民
主
的
な
政
治
的
意
思
決
定
の
場
」
の
存
続
を
危
う
く
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
解
を
得
る
た
め
に
不
可
欠
な
の
は
、
少
数
派
パ
レ
ス
チ
ナ
人
が
原
理
主
義
の
思
考
方
法
に
も
と
づ
い
て
行
な
っ
て
い
る
暴
力
行
為

は
「
テ
ロ
」
で
あ
り
、
「
き
わ
め
て
大
き
な
負
の
価
値
」
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
は
、

上
に
述
べ
た
思
考
方
法
の
転
換
を
み
ず
か
ら
行
な
う
の
み
な
ら
ず
、
少
数
派
原
理
主
義
者
た
ち
に
も
そ
の
転
換
を
促
し
、
同
時
に
、

再
行
主
義
か
ら
は
正
当
化
で
き
な
い
、
多
数
の
人
の
生
命
、
財
産
に
甚
大
な
危
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
「
自
爆
テ
ロ
」
が
起
き
な
い
よ

う
、
可
能
な
限
り
の
手
を
打
つ
必
要
が
あ
る
。

㈹
再
行
主
義
と
手
詰
ま
り
状
態
の
回
避
の
可
能
性



原理主義と民主主義（続）

　
思
考
方
法
を
再
行
主
義
に
転
換
す
る
こ
と
の
帰
結
の
一
つ
は
、
政
府
に
行
な
わ
せ
る
活
動
に
関
し
て
、
「
特
定
の
活
動
を
、
そ
れ

を
よ
し
と
す
る
根
拠
の
吟
味
を
行
な
わ
ず
に
絶
対
視
す
る
こ
と
」
（
思
考
の
停
止
、
す
な
わ
ち
盲
信
・
妄
信
）
が
な
く
な
る
こ
と
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
政
治
の
領
域
か
ら
、
例
え
ば
宗
教
的
由
来
や
歴
史
的
経
緯
に
も
と
づ
く
思
い
込
み
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
活
動
が

な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　
一
般
的
に
い
え
ば
、
思
考
が
再
行
主
義
に
の
っ
と
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
、
そ
こ
に
つ
ぎ
の
特
徴
が
現
わ
れ
て
く
る
。
ま
ず
、
「
人

の
判
断
か
ら
問
達
い
の
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
認
識
が
思
考
の
前
提
に
置
か
れ
る
。
こ
の
前
提
の
も
と
で
は
、

や
り
直
し
の
機
会
を
保
障
す
る
意
思
決
定
の
場
の
確
保
以
外
の
目
的
で
は
、
人
が
行
な
う
選
択
行
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
意
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
た
強
制
力
（
他
の
手
段
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
場
合
の
暴
力
を
含
む
）
の
行
使
は
い
っ
さ
い
考
慮
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
前
提
は
、

意
思
決
定
の
場
の
確
保
以
外
の
事
項
の
決
定
に
関
し
て
は
、
す
で
に
行
な
っ
た
選
択
で
の
選
択
肢
に
く
わ
え
て
「
別
の
選
択
肢
を
探

す
必
要
性
」
を
人
び
と
に
認
識
さ
せ
る
。
そ
の
選
択
肢
は
、
自
分
で
考
え
出
す
か
、
自
分
と
同
じ
や
り
直
し
の
機
会
を
保
障
さ
れ
た

他
者
の
発
言
や
行
動
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
入
手
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
最
初
の
選
択
肢
と
こ
の
よ
う
に
し
て
入
手
し
た
別
の
選
択

肢
の
な
か
か
ら
ど
れ
を
選
ぶ
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
よ
し
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
（
発
案
者
が
そ
の
根
拠
を
宗
教
的
由
来
や
歴
史
的
経
緯

に
求
め
る
場
合
は
と
く
に
）
思
考
停
止
（
盲
信
・
妄
信
）
を
せ
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
多
様
な
「
目
的
↑
手
段
」
の
文
脈
に
置
い
て
、
目

的
の
優
劣
と
目
的
達
成
に
と
っ
て
の
有
用
性
の
比
較
検
討
に
も
と
づ
い
て
決
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
自
分
の
判
断
に
間
違
い
の
可
能

性
が
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
、
自
分
や
自
分
の
側
に
立
つ
人
び
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
自
分
と
対
立
す
る
（
と
く
に

少
数
派
の
）
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
や
り
直
し
が
で
き
な
い
状
況
は
作
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
が
払
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
の
過

程
を
経
て
、
ひ
と
つ
の
新
た
な
選
択
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
選
ば
れ
る
選
択
肢
は
、
自
分
で
考
え
出
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
他
者
の
発
言
や
行
動
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
に
、
事
態
が
、
再
行
主
義
に
拠
ら
な
け
れ
ば
暴
力
の
行

使
も
辞
さ
な
い
こ
と
に
な
る
袋
小
路
か
ら
抜
け
出
す
可
能
性
が
あ
る
。
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「
政
教
分
離
」
の
政
治
的
要
請
の
核
心
は
、
政
府
に
行
な
わ
せ
る
活
動
の
決
定
に
際
し
て
、

の
非
暴
力
的
帰
結
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。

上
の
特
徴
を
も
つ
思
考
の
過
程
と
こ

（
1
）
　
い
ま
論
じ
て
い
る
の
は
、
決
定
の
過
程
の
あ
り
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
強
制
力
が
行
使
さ
れ
る
さ
れ
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、

決
定
が
下
さ
れ
、
政
府
が
特
定
の
活
動
を
実
行
に
移
す
段
に
な
る
と
、
強
制
力
の
行
使
は
不
可
欠
で
あ
る
。

＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

ひ
と
た
び

　
本
稿
は
、
私
が
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
（
『
法
学
研
究
』
第
七
五
巻
第
三
号
）
に
お
い
て
提
示
し
た
、
い
わ
ゆ
る
同
時
多
発
テ

ロ
事
件
が
も
た
ら
し
た
新
た
な
事
態
を
把
握
す
る
た
め
の
理
論
的
枠
組
が
、
そ
の
後
深
刻
化
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争

の
把
握
に
も
有
用
で
あ
る
か
を
検
討
し
た
。
以
上
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
原
理
主
義
と
再
行
主
義
の
対
比
に
も
と
づ
く
私
の
枠
組
は
、

こ
の
紛
争
の
も
つ
れ
た
糸
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
対
立
す
る
双
方
の
行
動
に
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
意
義
を
示
し
、
思
考
方
法
の
転
換
を
促

す
こ
と
に
よ
っ
て
紛
争
の
非
暴
力
的
解
決
の
糸
口
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
有
用
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
二
〇
〇
二
年
六
月
一
〇
日
脱
稿
〉
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